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 ２０２６年３月 

  東 邦 銀 行 

預金口座開設のご案内 

◆お申込みに必要な書類等 
チェック 今回お送りした書類 チェック ご用意いただく書類等 

□ １．ご新規申込書＊１ 
□ 

１．本人確認書類＊３ 

□ ２．個人番号申立書＊１  運転免許証、個人番号カードの原本など 

□ ３．お取引に際してのご確認（取引目的等の確認記録書）＊１ 
□ 

２．個人番号確認書類（以下のいずれかの原本） 

□ 
４．租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法
の特例等に関する法律に基づく届出書＊１ 

 個人番号カード、個人番号付住民票、通知カード＊４ 

 ５．個人情報の利用目的について＊２ □ ３．お届けの印章 

 
６．外国政府等において重要な公的地位にある方等の確認の
お願い＊２ 

 
＊１ ２～６頁の記入例をご参照のうえ、必要事項をご記入（ご捺印）ください。 
＊２ 合わせて両面１枚となっております。お申込みの前に、ご一読ください。 
＊３ 本人確認書類の詳細は、７頁をご確認ください。 
＊４ 現住所記載のものに限ります。  ７．パンフレット（東邦銀行アプリ） 

 
◆お申込み方法について 

上記の必要書類等をご準備のうえ窓口にお持ちください（ローンプラザ福島支店・インターネット支店を除く全店で受付可能です）。 

スマホで簡単に振込、税金・料金支払、残高や入出金の確認ができる東邦銀行アプリを是非お申込みください。 
＊詳細は、弊行ホームページ・パンフレット等でご確認ください。 

 
◆カード利用申込みにあたっての注意事項 
１．申込書には現在お住まいの住所をご記入ください。 

２．キャッシュカードお受け取りまでの期間は、お申込みから２週間程度となります（郵送日等のお問い合わせはご遠慮ください）。 

３．お申込みいただいたご住所宛てに、簡易書留（転送不要扱い）により郵送しますので、以下のご確認・ご対応をお願いいたします。 
 

配達時にご不在の場合 

◇不在票が投函されますので、必ず保管期限内にお受取りください。 

◇「保管期限経過」で返送された場合、お届けの住所に簡易書留で再度郵送いたします（再度カードが返戻となっ

た場合はカード発行を取消させて頂きます）。 

転居予定の場合 

◇転居予定日が１カ月以上先の場合、一旦、現在お住まいの住所でお申込み頂き、転居後に住所変更手続きをお願

いいたします。 

◇転居予定日が１カ月以内の場合、転居後に改めてカードをお申込みください。 

※「宛所なし」で返送された場合、即日カード発行を取消させていただきます。 
 
４．カード発行取消後、再度お客さまがカードのご利用を希望される場合、店頭にて再発行の手続きが必要となります。 



◆申込書の記入例・留意事項（１枚目上部）
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お勤め先は、配属先の

部課名等を明確にご記

入ください。

おなまえの字体はご本人確認資

料と同じ漢字としてください。

＊既にお持ちの通帳と相違する場合

は窓口にお問い合わせください。

金額は、一律「￥０」とご記入くだ

さい。

【４枚目・５枚目】

ダイレクトバンキングのお申込

（任意）をいただける方は４枚

目に暗証番号と振込限度額、５枚

目にお届印の押印をお願いしま

す。

＊詳細についてはお問い合わせ

ください。

【当行に初めて口座を開設される方】

お申込のご住所が住民票や運転免許証等と一致しているかご確認ください。
＊県名以外（○○郡、字等）は省略せずにご記入ください。

【既に口座をお持ちの方で、お届けの住所と現住所が相違している場合】

住所変更手続きをお願いします（お届け印が必要となる場合があります）｡

お届印を鮮明に押印ください。

＊反社会的勢力でないことの

表明・確約印

３枚目印鑑届にもお届印を鮮

明に押印ください。

総合口座、普通預金の

いずれか窓口にお申し

出てください。

＊総合口座は普通預金と定

期預金をセットした口座

です（未成年の方や既に

総合口座をお持ちの方は

申込できませんのでご注

意ください）。

東 邦 太 郎

ト ウ ホ ウ タ ロ ウ ￥ 0

８ ３ １3

1 0 3 

024 512  3456 090 1234 5678

1５ 4 20

○○部○○課

024       522      2151

福 島 市 大 町 ３ － ２５

960 8633

福島県職員口座

口座は、県庁支店（店番号１０３）

に開設します。

東
邦

通帳を発行せず、スマホ通帳とする場合（東邦銀行アプリによる残高照会・入出金明細照会

が可能です）、○印をお付けください（通帳発行を希望する場合、○印は不要）。

＊スマホ通帳はＩＣキャッシュカードのお申込が必要となります

＊東邦銀行アプリについては、弊行ホームページ・パンフレット等でご確認ください。

申込日（窓口にお持ちいた

だく日）をご記入ください。



◆申込書の記入例・留意事項（１枚目下部）
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キャッシュカードお申込の場合、

お届印を鮮明に押印ください。

ＩＣキャッシュカードお申込の○印をお付けください（不要の場合や転居等の都合で後日お申込いただく場合、○印は不要です）。

＊２枚目に｢暗証番号」をご記入ください(生年月日の連続する４桁と一致する番号、電話番号の下４桁と一致する番号、同一数字

の連続番号による暗証番号は、カードの作成ができません)｡

カードに刻印する利用

者のお名前は記入不要

です。 東
邦

デビットカードを利用

されない場合、○印を

お付けください。

＊○印を付けた場合、

窓口にて｢キャッシュカー

ド払戻限度額変更依頼

書兼ジェイデビットカード

サービス利用停止・再開

依頼書」に記入、押印の

うえ提出をお願いします。



◆お取引に際してのご確認（「取引目的等の確認記録書」）の記入例・留意事項
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外国政府等において重要な公的地位にあ

る個人（あった個人）およびその家族に該

当する場合はチェックを入れてください。

ご署名をお願いします。

東 邦 太 郎

レ

レ

ト ウ ホ ウ タ ロ ウ

【ご職業・お取引の目的】

｢公務員｣、｢給与受取・年金受取｣に

チェックを入れてください。



◆個人番号申立書の記入例・留意事項
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法令により、銀行は預金口座の開設に際し預金者から任意に個人番号（マイナンバー）を取得するよう求められていますので、個人番号（マイナン

バー）のお届けにご協力をお願いします。

【個人番号の届出が必要な取引】

「預金（円貨・外貨）」にチェックを入れてください。

届出日は、申込書と同じ年月日をご記入ください。

おところ・おなまえ・生年月日は、申込書と同

一としてください。

個人番号は記入しないでください。

「店頭扱」と、お持ちいただく確認書類（例はマイナ

ンバーカードの場合）にチェックを入れてください。2015 04

✓

８ ３ １3

東 邦 太 郎

ト ウ ホ ウ タ ロ ウ

福 島 市 大 町 ３ － ２５福 島

024 512  3456９ 6 0 ８6 ３３

✓

✓

✓



◆租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律に基づく届出書

6

法令により、預金者の居住地国の確認を求められていますので、ご協力をお願いします。

本届出書は、すでにお取引があるお客さまの場合、提出が不要になることもありますので窓口でご確認ください。

氏名・住所・生年月日は、申込書と同一としてく

ださい。2003 4 20
福 島 市 大 町 ３ － ２５

960

✓

東 邦 太 郎

2026 ３ １3

✓ 「新規」にチェックを入れてください。

・居住地国にチェックを入れてください。

・該当する国および納税者番号番号がある場合、

記入してください（記入例は日本の場合）。

日付・ご署名・お届け印は、申込書と同一として

ください。

東 邦 太 郎

東
邦



７ 
 

 

◆ご本人の確認書類及び確認方法一覧表 
 

書類区分 本人確認書類 確認方法 

Ⅰ群 
(顔写真付) 

・運転免許証 

・運転経歴証明書 

・在留カード 

・特別永住者証明書 

・個人番号カード 

（マイナンバーカード） 

・旅券等（乗員手帳を含む）※ 

・身体障害者手帳 

・精神障害者保健福祉手帳 

・療育手帳 

・官公庁から発行又は発給された書類 ●Ⅰ群の原本  １点  提示 

Ⅱ群 
（顔写真なし） 

 
・国民健康保険の資格確認書 

・健康保険の資格確認書 

・船員保険の資格確認書 

・後期高齢者医療の資格確認書 

・介護保険被保険者証 

・健康保険日雇特例被保険者手帳 

・国家公務員共済組合の資格確認書 

・地方公務員共済組合の資格確認書 

・私立学校教職員共済制度の資格確認書 

・印鑑登録証明書 

（実印を使用印にする場合） 

・国民年金手帳 

・児童扶養手当証書 

・母子健康手帳 

・官公庁から発行又は発給された書類 

 

以下の何れかの方法で確認 
 

●Ⅱ群の原本  ２点  提示 
 

●Ⅱ群の原本  １点  提示＋ 

Ⅲ群またはⅣ群の原本  １点  提示 

Ⅲ群 

(顔写真なし) 

・印鑑登録証明書（実印を使用印に使用しない場合） 

・戸籍謄本又は抄本（附票の添付があるもの） 

・住民票の写し 

・住民票の記載事項証明書 

・特別児童扶養手当証書 

・官公庁から発行又は発給された書類（通知カードを除く） 

●Ⅱ群の原本  １点  提示＋ 

Ⅲ群の原本  １点  提示 

Ⅳ群 
（補完書類） 

・国税または地方税の領収書 

・納税証明書 

・社会保険の領収証書 

・公共料金（電気・ガス・水道・固定電話・NHK）の領収証 

※携帯料金の領収書は不可 

●Ⅱ群の原本  １点  提示＋ 

Ⅳ群の原本  １点  提示 

 
※申請が２０２０年２月４日以降の旅券（パスポート）は、現在の住所が記載された本人確認書類または補完書類を提示していただきます。 

 

以上 


